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旨

都
を
南
京
か
ら
北
京
へ
遷
す
と
い
う
一
大
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
進
展
す
る
さ
な
か
に
、
そ
の
当
事
者
で
あ
る
北
京
行
部
尚
書
雒
僉
が
誅
殺
さ
れ
た
。

そ
れ
は
、
雒
僉
が
、
永
楽
帝
が
政
権
の
中
で
信
任
し
て
い
る
の
は
燕
王
府
出
身
の
旧
臣
だ
け
で
、
決
し
て
公
至
で
は
な
い
と
、
永
楽
帝
の
人
事
政
策

を
批
判
し
た
か
ら
で
あ
る
。
雒
僉
の
上
奏
が
正
鵠
を
射
て
い
る
の
か
否
か
、
そ
れ
を
検
討
し
た
の
が
前
稿
「
永
楽
政
権
と
雒
僉
事
件
」
で
あ
っ
た
。

前
稿
を
承
け
て
燕
王
府
官
か
ら
永
楽
官
僚
に
身
分
が
格
上
げ
に
な
っ
た
女
直
人
の
事
例
を
検
討
す
る
の
が
本
稿
の
主
旨
で
あ
る
。
取
り
上
げ
た
わ
ず

か
な
事
例
を
み
た
だ
け
で
も
、
永
楽
政
権
に
対
す
る
批
判
は
き
わ
め
て
的
を
射
て
い
た
。
永
楽
政
権
に
お
け
る
人
的
構
造
の
偏
り
を
突
か
れ
た
こ
と

で
永
楽
帝
は
過
剰
に
反
応
し
、
そ
の
意
を
忖
度
し
た
陳
瑛
等
が
雒
僉
を
別
件
で
も
っ
て
弾
劾
し
、
間
を
置
か
ず
誅
殺
し
た
の
で
あ
る
。

キ
ー
ワ
ー
ド

亦
失
哈
、
王
彦
、
劉
通
、
劉
順
、
王
麒
、
童
信
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は
じ
め
に

毎
年
、
五
百
万
以
上
の
人
々
が
国
内
外
か
ら
参
観
に
訪
れ
る
故
宮
博
物
院
は
、
首
都
北
京
の
中
心
に
位
置
し
、
天
安
門
や
太
和
殿
な

ど
の
建
物
が
威
風
堂
々
た
る
威
圧
感
を
も
っ
て
睥
睨
し
て
い
る
。
こ
の
故
宮
博
物
院
は
、
明
清
時
代
の
紫
禁
城
で
あ
り
、
明
清
両
朝
、

宮
城
が
置
か
れ
て
い
た
。
洪
武
元
年
（
一
三
五
八
）
に
成
立
し
た
明
朝
は
、
南
京
を
都
と
定
め
た
。
と
こ
ろ
が
、
第
三
代
皇
帝
の
永
楽

帝
は
、
定
都
南
京
か
ら
北
京
に
遷
都
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
、
北
京
が
今
日
世
界
有
数
の
都
市
と
な
る
切
っ
掛
け
で
あ
っ
た
が
、
北

京
に
都
を
遷
す
る
に
あ
た
っ
て
は
二
十
年
近
く
に
及
ぶ
歳
月
を
要
し
た
。

姪て
つ

建
文
帝
と
叔
父
燕
王
（
永
楽
帝
）
に
よ
る
い
わ
ば
明
代
中
国
の
南
北
戦
争
と
も
い
う
べ
き
靖
難
の
役）

1
（

が
終
息
し
、
永
楽
政
権
が
成

立
す
る
と
、
永
楽
帝
は
南
京
（
京
師
＝
首
都
）
と
北
京
（
行
在
＝
副
都
）
と
の
両
京
体
制
を
創
始
し
、
首
都
機
能
は
南
京
か
ら
一
千
キ
ロ

も
北
方
に
離
れ
た
北
京
に
遷
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
北
京
城
の
営
建
に
二
十
年
近
い
歳
月
が
費
や
さ
れ
た
。
遷
都
が
実
現
し
た
の
は
、

永
楽
十
九
年
（
一
四
二
一
）
正
月
の
こ
と
で
あ
る）

2
（

。
各
種
工
匠
や
軍
士
・
民
丁
は
、
全
国
か
ら
徴
集
さ
れ
、
大
木
の
伐
採
と
運
搬
、
煉

瓦
焼
造
な
ど
建
築
資
材
の
調
達
は
、
四
川
・
湖
広
・
江
西
・
浙
江
・
山
西
・
福
建
に
及
ん
だ
。
四
十
六
万
人
規
模
で
北
京
地
域
へ
の
移

民
政
策
も
行
わ
れ
た
。
遷
都
推
進
の
最
も
重
要
な
役
割
を
担
っ
た
官
庁
の
北
京
行
部
は
北
京
行
政
の
最
高
機
関
で
、
実
質
的
に
は
省
ク

ラ
ス
の
行
政
単
位
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
長
官
に
は
尚
書
・
侍
郎
が
充
て
ら
れ
、
六
部
と
等
し
か
っ
た
。
し
か
し
、
初
期
段
階
で
の
遷
都

事
業
は
燕
王
時
代
の
功
臣
た
ち
の
支
持
し
か
得
ら
れ
ず
、
永
楽
帝
と
旧
藩
邸
時
代
か
ら
の
一
握
り
の
側
近
た
ち
と
の
間
で
全
て
決
定
さ

れ
、
北
京
行
部
は
そ
れ
を
施
行
す
る
だ
け
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
不
満
を
表
明
し
た
の
は
、
北
京
行
部
尚
書
雒
僉
で
あ
る）

3
（

。
そ
の
不
満
は
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圧
殺
さ
れ
、
雒
僉
は
誅
殺
さ
れ
た
。
直
接
的
に
は
、
そ
れ
は
都
御
史
陳
瑛
等
の
弾
劾
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
事
の
発
端
は
雒
僉
が
、

「
朝
廷
の
用
人
は
宜
し
く
新
旧
兼
ね
て
任
ず
べ
し
。
今
信
任
す
る
所
は
藩
邸
の
旧
臣
に
し
て
公
至
の
道
に
非
ず
」
と
上
奏
し
）
4
（

、
永
楽
帝

の
人
事
政
策
、
ひ
い
て
は
永
楽
政
権
に
お
け
る
政
策
決
定
の
在
り
方
を
批
判
し
た
こ
と
に
あ
っ
た
。
永
楽
帝
は
こ
の
上
奏
に
過
剰
に
反

応
し
、
陳
瑛
等
が
弾
劾
し
た
別
件
の
容
疑
で
も
っ
て
雒
僉
を
誅
殺
し
た
の
で
あ
る）

5
（

。

さ
て
、
雒
僉
が
提
議
し
た
問
題
を
め
ぐ
っ
て
、
私
は
か
つ
て
論
弁
し
た
こ
と
が
あ
る
が）

6
（

、
そ
の
論
中
で
は
、
燕
王
府
官
か
ら
永
楽
官

僚
に
転
じ
た
人
々
の
動
向
に
つ
い
て
も
言
及
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
燕
王
府
に
仕
え
た
非
漢
族
の
人
々
の
動
静
に
つ
い
て
は
全
く
言

及
で
き
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
、
は
な
は
だ
不
明
な
こ
と
な
が
ら
、
当
時
そ
の
よ
う
な
視
点
が
全
く
欠
如
し
て
い
た
た
め
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
本
稿
に
お
い
て
は
、
非
漢
族
の
中
で
も
と
く
に
女
直
出
身
の
人
に
焦
点
を
当
て
て
、
前
稿
で
欠
落
し
た
部
分
を
少
し
補
う

こ
と
に
し
た
。
以
下
は
、
そ
の
結
果
報
告
で
あ
る
。

一　

既
知
史
料
に
み
え
る
燕
王
府
の
女
直
人

亦
失
哈　

洪
武
時
代
に
燕
王
府
に
仕
え
て
い
た
女
直
出
身
の
人
々
の
名
は
、
史
乗
に
散
見
す
る
。
そ
の
中
で
と
り
わ
け
有
名
で
あ
る

の
は
宦
官
の
亦
失
哈
で
あ
る
。
永
楽
帝
は
即
位
す
る
と
、
東
北
満
洲
の
女
直
に
対
し
て
積
極
的
招
撫
策
を
と
り
、
黒
竜
江
下
流
の
奴
児

干
の
地
に
都
司
を
置
い
て
奥
満
洲
の
経
略
に
乗
り
出
し
た
。
そ
の
奴
児
干
都
司
の
現
地
開
設
を
掌
っ
た
の
が
亦
失
哈
で
あ
っ
た
。
奴
児

干
招
撫
等
の
亦
失
哈
の
事
績
に
つ
い
て
は
、
江
嶋
寿
雄
氏
の
専
論
に
譲
り
）
7
（

、
こ
こ
で
は
亦
失
哈
の
素
性
に
つ
い
て
の
み
触
れ
る
こ
と
に

す
る
が
、
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
活
躍
に
比
し
て
素
性
を
示
す
史
料
は
き
わ
め
て
乏
し
い
。
わ
ず
か
に
『
英
宗
実
録
』
正
統
十
四
年

燕王府官から永楽官僚へ
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十
二
月
壬
子
の
条
に
、
そ
の
出
自
に
つ
い
て
、

亦
失
哈
は
本
と
海
西
の
人
な
り
。

と
あ
り
、
亦
失
哈
の
出
身
は
海
西
女
直
の
出
身
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
に
過
ぎ
な
い
。
そ
の
た
め
永
楽
政
権
の
成
立
以
前
の
亦
失
哈

に
つ
い
て
は
詳
し
く
知
る
こ
と
は
出
来
な
い
が
、
永
楽
時
代
に
な
る
と
、
奴
児
干
招
撫
等
に
関
し
て
史
料
が
や
や
豊
富
に
な
る
。
と
り

わ
け
、
永
楽
十
一
年
（
一
四
一
三
）
九
月
二
十
二
日
の
日
付
の
碑
記
を
刻
し
た
「
勅
修
奴
児
干
永
寧
寺
碑
」（
以
下
、
A
碑
と
略
称
）
と
宣

徳
八
年
（
一
四
三
三
）
季
春
朔
日
の
日
付
の
碑
記
を
刻
し
た
「
重
建
永
寧
寺
碑
」（
B
碑
と
略
称
）
は
、
明
初
の
奥
満
洲
経
略
に
つ
い
て

の
最
も
貴
重
な
史
料
と
し
て
有
名
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
碑
文
の
全
文
は
、
内
藤
虎
次
郎
『
読
史
叢
録
』、
羅
福
頤
『
満
洲
金
石
志
』
巻
六
、

園
田
一
亀
『
満
洲
金
石
志
稿
』
等
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。
両
碑
と
も
そ
の
末
尾
に
建
立
者
の
名
が
列
挙
さ
れ
て
い
る
が
、
亦
失
哈
に
つ

い
て
は
、
A
碑
に
は
、「
欽
差
内
官
亦
失
哈
」
と
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
B
碑
は
「
欽
差
都
知
監
太
監
亦
失
哈
」
と
し
て
い
る
。
奥

満
洲
経
略
の
際
に
亦
失
哈
が
帯
び
て
い
た
官
職
に
触
れ
る
記
述
は
、
お
お
か
た
「
太
監
亦
失
哈
」
や
「
内
官
亦
失
哈
」
と
し
て
い
る
が
、

そ
の
内
実
が
都
知
監
太
監
で
あ
っ
た
と
す
る
と
、
亦
失
哈
は
平
時
に
お
い
て
は
皇
帝
が
外
廷
に
出
る
と
き
、
道
を
清
め
、
警
戒
の
任
に

当
た
る
宦
官
衙
門
の
太
監
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
（
以
下
、
宦
官
十
二
監
の
職
務
に
つ
い
て
は
明
末
の
宦
官
劉
若
愚
撰
の
『
酌
中
志
』
巻
十
六
、

内
府
衙
門
職
掌
参
照
）。

王
彦　

遼
東
鎮
守
太
監
が
創
設
さ
れ
た
の
は
永
楽
中
の
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
の
初
代
太
監
に
任
命
さ
れ
た
の
も
女
直
出
身
の
王
彦
で

あ
っ
た
。『
遼
東
志
』
巻
五
、
官
師
志
、
鎮
守
内
臣
の
条
に
、
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王
彦　

建
州
松
花
江
の
人
な
り
。
国
初
、
靖
難
に
従
征
す
。
寵
を
駢
承
し
遼
に
錫
鎮
す
る
こ
と
三
十
余
年
、
累
ね
て
捷
功
を
致

す
。
然
れ
ど
も
性
は
仏
を
嗜
し
な
み
、
沿
辺
に
建
て
し
寺
廟
数
十
、
其
の
巨
き
者
は
広
寧
の
普
慈
寺
観
音
閣
な
り
と
云
う
。
卒
年

六
十
九
、
上
、
官
を
使
わ
し
て
諭
祭
せ
し
む
。

と
あ
る
。
建
州
松
花
江
の
人
で
あ
っ
た
王
彦
は
、
燕
王
府
に
仕
え
、
靖
難
の
役
が
起
こ
る
と
燕
王
に
従
っ
て
軍
行
し
た
。
三
十
有
余
の

年
月
、
遼
東
鎮
の
鎮
守
太
監
の
地
位
に
あ
っ
た
王
彦
が
死
去
し
た
の
は
、
正
統
九
年
（
一
四
四
四
）
の
こ
と
で
あ
る
。『
英
宗
実
録
』
正

統
九
年
閏
七
月
癸
巳
の
条
に
、

鎮
守
遼
東
太
監
王
彥
卒
す
。
上
、
太
監
喜
寧
に
命
じ
て
其
の
家
財
を
検
閲
せ
し
む
。
彥
の
妻
呉
氏
訴
う
る
に
、
喜
寧
、
其
の
奴
僕
・

駞
馬
・
金
銀
器
皿
・
田
園
・
塩
引
等
物
を
私
取
す
、
と
。
詔
し
て
寧
の
罪
を
宥
し
、
田
園
塩
引
を
追
取
し
て
主
に
給
し
、
余
の
物

は
悉
く
官
に
入
る
。

と
み
え
る
。
王
彦
が
残
し
た
資
産
は
モ
ン
ゴ
ル
出
身
の
太
監
喜
寧
に
横
領
さ
れ
た
が）

8
（

、
王
彦
の
妻
呉
氏
の
訴
え
で
そ
の
大
半
は
と
り
も

ど
し
た
と
い
う
。
こ
の
記
事
に
よ
れ
ば
王
彦
の
死
去
は
、
正
統
九
年
（
一
四
四
四
）、
寿
六
十
九
で
あ
っ
た
。
こ
の
寿
年
か
ら
逆
算
す
る

と
、
洪
武
九
年
（
一
三
七
六
）
が
そ
の
生
年
で
、
靖
難
の
役
が
始
ま
っ
た
建
文
元
年
（
一
三
九
九
）
に
は
、
二
十
四
歳
の
青
年
宦
官
で
あ
っ

た
こ
と
に
な
る
。

忽
思
忽　

天
順
三
年
（
一
四
五
九
）
当
時
、
左
順
門
の
門
正
で
あ
っ
た
忽
思
忽
も
ま
た
そ
の
前
身
を
探
る
と
、
燕
王
府
に
仕
え
て
い

燕王府官から永楽官僚へ
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た
女
直
出
身
の
宦
官
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
こ
の
忽
思
忽
に
つ
い
て
は
、『
英
宗
実
録
』
天
順
三
年
二
月
辛
巳
の
条
に
、

忽
思
忽
奏
す
ら
く
、
臣
は
海
西
女
直
の
人
な
り
。
洪
武
間
よ
り
入
り
て
内
廷
に
事
う
。
姪
に
佟
預
有
り
。
京
に
在
り
て
生
長
し
経

書
を
習
読
し
、
粗
ぼ
章
句
を
知
る
。
切
に
故
鄉
万
里
を
思
う
も
家
の
帰
る
べ
き
無
し
。
報
を
図
ら
ん
と
欲
す
と
雖
も
進
身
に
由
る

無
し
。
乞
う
援
例
も
て
国
子
監
に
入
り
読
書
せ
し
め
ん
こ
と
を
、
と
。
之
に
従
う
。

と
あ
り
、
海
西
女
直
の
出
身
で
、
洪
武
間
か
ら
燕
王
府
に
仕
え
て
い
た
と
述
べ
て
い
る
。
忽
思
忽
を
も
っ
て
宦
官
と
断
じ
る
こ
と
が
で

き
る
の
は
、
忽
思
忽
が
担
っ
て
い
た
左
順
門
門
正
に
つ
い
て
、『
明
史
』
巻
七
十
三
、
職
官
志
三
、
宦
官
に
、

午
門
、
東
華
門
、
西
華
門
、
奉
天
門
、
玄
武
門
、
左
・
右
順
門
、
左
・
右
紅
門
、
皇
宮
門
、
坤
寧
門
、
宮
左
・
右
門
、
東
宮
春
和
門
、

後
門
、
左
・
右
門
、
皇
城
、
京
城
外
諸
門
。
各
門
正
一
員
、
管
事
に
定
員
無
し
。
晨
昏
の
啓
閉
を
司
り
、
出
入
を
関
防
す
。
旧
と

門
正
、
門
副
各
一
員
を
設
く
。

と
あ
り
、
宦
官
が
充
て
ら
れ
る
職
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

以
上
は
い
ず
れ
も
王
府
宦
官
と
し
て
燕
王
に
仕
え
た
人
々
で
あ
っ
た
が
、
武
官
と
し
て
は
王
麒
と
童
信
が
い
る
。

王
麒　
『
太
宗
実
録
』
永
楽
二
十
年
𨳝
十
二
月
庚
午
の
条
に
、
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後
軍
都
督
同
知
王
麒
、
旧
名
は
麻
子
帖
木
兒
。
建
州
松
花
江
の
人
な
り
。
父
の
貴
は
故
元
の
開
原
路
達
魯
花
赤
な
り
。
洪
武
中
、

麒
を
以
て
帰
付
し
、
上
に
藩
邸
に
事
う
。
貴
卒
す
。
麒
、
壮
勇
に
し
て
射
を
善
く
す
る
を
以
っ
て
御
馬
坊
勇
士
に
選
充
せ
ら
る
。

上
に
従
い
内
難
を
平
定
せ
ん
と
し
、
小
河
の
戦
に
て
麒
、
馬
を
躍
ら
せ
て
陣
を
衝
く
。
矢
は
虚
し
く
は
発
せ
ず
。
敵
甚
だ
之
を
畏

る
。
千
戶
よ
り
累
ね
て
遼
東
都
指
揮
同
知
に
陞
せ
ら
る
。
継
い
で
後
軍
都
督
僉
事
に
陞
せ
ら
る
。
胡
寇
を
征
す
る
に
従
い
、
還
る

や
功
を
以
て
後
軍
都
督
同
知
に
陞
せ
ら
る
。
卒
す
。
官
を
遣
わ
し
て
賜
祭
せ
し
む
。

と
み
え
る
。
王
麒
は
建
州
松
花
江
の
出
身
で
、
父
の
王
貴
は
元
の
開
原
路
達
魯
花
赤
（
ダ
ル
ガ
チ
）
で
あ
っ
た
と
い
う
。
王
麒
の
父
は

土
着
有
力
者
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
か
か
る
王
麒
は
、
洪
武
の
と
き
に
燕
王
に
仕
え
、
御
馬
坊
勇
士
に
選
充
さ
れ
た
。
靖
難
の
役
が
起

こ
る
と
、
射
に
優
れ
た
技
量
を
も
つ
王
麒
は
、
大
い
に
武
勇
を
発
揮
し
活
躍
し
た
。
永
楽
政
権
が
成
立
す
る
と
、
モ
ン
ゴ
ル
遠
征
に
も

加
わ
り
、
そ
の
軍
功
を
も
っ
て
後
軍
都
督
府
都
督
同
知
に
陞
進
し
た
。

童
信　

一
方
、
童
信
に
つ
い
て
は
、
同
書
、
永
楽
十
九
年
春
正
月
己
丑
の
条
に
、

前
軍
都
督
府
右
都
督
童
信
卒
す
。
信
は
、
遼
東
三
万
衛
の
人
な
り
。
初
め
小
校
を
以
て
上
の
内
難
を
靖
ん
ず
る
に
従
う
。
勇
敢
に

し
て
気
を
負
い
、
出
戦
す
る
毎
に
輙
ち
奇
功
有
り
。
百
戶
よ
り
累
陞
し
て
都
督
に
至
る
。
卒
す
る
や
、
官
を
遣
わ
し
て
賜
祭
し
、

有
司
に
命
じ
て
喪
葬
を
治
め
し
む
。

と
み
え
る
。
三
万
衛
は
、
洪
武
二
十
年
（
一
三
八
七
）
十
二
月
に
遼
東
開
原
に
設
置
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
設
置
の
経
緯
に
つ
い
て
は
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後
述
す
る
が
、
隆
慶
年
間
に
作
成
さ
れ
た
『
三
万
衛
選
簿
』
を
み
る
と
、
当
時
に
あ
っ
て
も
三
万
衛
所
属
の
衛
所
官
の
祖
先
は
、
ほ
と

ん
ど
女
直
人
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
つ
ま
り
三
万
衛
は
遼
東
の
女
直
統
御
を
目
的
と
し
て
設
置
さ
れ
た
。
か
か
る
三
万
衛
出
身

の
童
信
は
、
洪
武
時
代
か
ら
燕
王
府
に
仕
え
、
靖
難
の
役
に
際
会
す
る
と
、
数
々
の
功
績
を
挙
げ
、
前
軍
都
督
府
右
都
督
に
ま
で
累
陞

し
た
。

こ
の
よ
う
に
、
燕
王
府
に
は
靖
難
の
役
以
前
か
ら
女
直
出
身
者
の
宦
官
や
武
臣
が
複
数
仕
え
て
い
た
。
こ
れ
は
、
永
楽
帝
が
燕
王
時

代
に
女
直
と
大
い
な
る
関
わ
り
を
も
っ
た
こ
と
に
由
来
す
る
と
措
定
す
れ
ば
、
そ
の
因
由
が
理
解
し
や
す
い
が
、
実
は
洪
武
中
に
燕
王

が
女
直
と
関
わ
り
を
も
っ
た
経
験
は
き
わ
め
て
少
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
中
で
洪
武
二
十
八
年
（
一
三
九
五
）
春
正
月
に
は
、
太
祖
か

ら
の
命
令
を
奉
じ
、
北
平
二
都
指
揮
使
司
な
ら
び
に
遼
東
都
指
揮
使
司
属
衛
の
精
銳
騎
兵
七
千
步
兵
一
万
を
率
い
て
女
直
の
地
に
足
を

踏
み
入
れ
た
の
は
、
稀
な
事
例
で
あ
る
。
こ
の
と
き
の
出
軍
に
つ
い
て
、『
太
祖
実
録
』
洪
武
二
十
八
年
正
月
甲
子
の
条
に
、

今
上
に
勅
し
て
、
北
平
二
都
指
揮
使
司
并
び
に
遼
東
都
指
揮
使
司
属
衛
の
精
銳
騎
兵
七
千
步
兵
一
万
を
発
し
、
都
指
揮
使
周
興
に

命
じ
て
総
兵
官
と
為
し
、
右
軍
都
督
僉
事
宋
晟
・
劉
真
と
同
に
三
万
衛
等
処
に
往
き
、
野
人
を
剿
捕
せ
し
む
。
其
の
属
衛
の
指
揮

荘
徳
景
・
保
安
・
張
玉
・
盧
震
等
悉
く
従
征
せ
し
む
。

と
あ
り
、
総
兵
官
に
都
指
揮
使
周
興
を
起
用
し
、
右
軍
都
督
僉
事
宋
晟
・
劉
真
等
に
よ
っ
て
脇
を
固
め
て
の
出
軍
で
あ
っ
た
。
こ
の
出

軍
で
は
、
周
興
が
事
宋
晟
・
劉
真
等
と
と
も
に
開
原
を
出
発
し
て
、
大
挙
松
花
江
北
の
蒙
古
山
寨
を
包
囲
し
、
西
よ
り
東
に
向
か
っ
て

兀
者
女
直
の
大
酋
長
西
陽
哈
を
攻
め
て
今
の
ハ
ル
ピ
ン
北
方
方
面
を
蹂
躙
し
、
転
じ
て
松
花
江
南
に
ま
で
及
び
、
多
数
の
俘
虜
を
得
て
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凱
旋
し
、
俘
虜
の
数
は
女
真
鎮
撫
管
三
な
ら
び
に
男
女
六
百
五
十
余
人
・
馬
四
百
余
匹
で
あ
っ
た）

9
（

。
註
（
9
）
に
引
く
『
太
祖
実
録
』

に
よ
る
と
、
俘
虜
の
数
を
「
女
真
鎮
撫
管
三
并
び
に
男
女
六
百
五
十
余
人
・
馬
四
百
余
匹
」
と
し
て
い
る
が
、『
国
朝
献
徴
録
』
巻
七

に
収
録
す
る
楊
士
奇
撰
「
西
寧
侯
宋
晟
神
道
碑
銘
」
に
は
右
軍
都
督
僉
事
宋
晟
が
率
い
た
征
討
軍
の
戦
果
に
つ
い
て
、

二
十
七
年
、
中
軍
都
督
府
に
調
せ
ら
る
。
是
の
歲
、
虜
、
遼
東
を
寇
す
。
命
も
て
副
総
兵
に
充
て
ら
れ
、
兵
を
率
い
て
之
を
討
つ
。

遇
々
腦
温
江
に
戦
い
、
虜
衆
千
余
を
獲
し
、
馬
は
之
に
倍
せ
り
。

と
あ
る
。
宋
晟
の
軍
が
戦
っ
た
腦
温
江
は
嫩
江
の
別
訳
で
は
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
嫩
江
に
続
く
松
花
江
の
一
部
を
指
す
の
で
は
な
い
か

と
さ
れ
て
い
る）
10
（

。
捕
虜
の
数
に
つ
い
て
は
、
こ
の
よ
う
に
出
入
り
が
あ
る
が
、
と
も
あ
れ
、
こ
の
と
き
の
女
直
征
討
軍
は
赫
奕
た
る
戦

果
を
得
て
凱
旋
し
、
献
俘
式
に
臨
ん
だ
こ
と
で
あ
ろ
う）
11
（

。

献
俘
式
が
済
ん
だ
後
の
戦
利
品
た
る
捕
虜
の
使
途
は
様
々
で
あ
る
が
、
閹
割
さ
れ
る
も
の
も
少
な
く
な
か
っ
た
。
閹
割
さ
れ
た
あ
と

に
運
良
く
宦
官
二
十
四
衙
門
や
王
府
等
に
配
属
さ
れ
た
も
の
が
宦
官
で
あ
り
、
そ
の
征
討
軍
に
お
い
て
軍
功
の
あ
っ
た
武
臣
等
に
賜
与

さ
れ
た
も
の
は
宦
官
と
は
い
わ
な
い
。
火
者
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
あ
と
に
名
を
な
す
鄭
和
が
明
軍
の
雲
南
征
討
の
際
に
俘
虜
と
し
て

南
京
に
つ
れ
て
来
ら
れ
た
と
き
、
十
四
歳
の
少
年
で
あ
っ
た
。
太
祖
は
雲
南
平
定
を
労
い
、
潁
川
侯
傅
友
德
に
閹
割
し
た
鄭
和
を
賜
与

し
た
。
鄭
和
が
聡
明
怜
悧
に
し
て
俊
秀
で
あ
り
、
行
動
が
軽
快
で
あ
る
こ
と
を
み
た
傅
友
德
は
、
燕
王
に
鄭
和
を
進
呈
し
た
の
で
あ

る
。
そ
れ
が
鄭
和
の
運
命
の
分
か
れ
目
で
あ
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
洪
武
二
十
六
年
（
一
三
九
三
）
に
起
き
た
藍
玉
党
案
に
お
い
て
傅

友
德
は
死
を
賜
っ
た
。
雲
南
征
討
の
あ
と
に
俘
虜
と
な
っ
て
閹
割
さ
れ
武
臣
に
賜
与
さ
れ
た
火
者
の
多
く
も
藍
玉
党
案
に
巻
き
込
ま
れ
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た
が
、
鄭
和
は
そ
の
と
き
は
す
で
に
燕
王
府
に
出
仕
し
て
い
た
の
で
あ
る）
12
（

。
傅
友
德
が
燕
王
に
進
呈
し
な
け
れ
ば
、
史
上
有
名
な
鄭
和

に
よ
る
南
海
へ
の
大
航
海
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

宦
官
と
し
て
は
亦
失
哈
、
王
彦
、
忽
思
忽
、
そ
し
て
次
章
で
の
べ
る
劉
通
、
劉
順
兄
弟
、
武
官
と
し
て
は
王
麒
、
童
信
が
女
直
出
身

者
で
あ
り
、
彼
ら
は
靖
難
の
役
以
前
か
ら
燕
王
府
に
仕
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
理
由
に
つ
い
て
明
確
に
説
明
し

た
史
料
は
な
い
。
燕
王
時
代
の
永
楽
帝
と
女
直
と
の
関
わ
り
を
示
す
歴
史
的
事
実
自
体
が
ほ
と
ん
ど
稀
で
あ
る
。
そ
の
稀
な
事
例
が
上

記
の
洪
武
二
十
八
年
（
一
三
九
五
）
春
正
月
に
太
祖
か
ら
命
ぜ
ら
れ
て
燕
王
が
女
直
の
地
へ
出
軍
し
た
こ
と
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
こ

れ
が
両
者
を
結
び
つ
け
る
接
点
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
量
さ
れ
る
。

二　

碑
文
史
料
に
み
え
る
燕
王
府
の
女
直
人

前
章
に
お
い
て
は
、
既
存
の
史
料
か
ら
摘
索
し
た
人
々
を
紹
介
し
た
が
、『
北
京
図
書
館
蔵
中
国
歴
代
石
刻
拓
本
匯
編
』
第
五
十
一

冊
（
明
一
）
13
（

）（
以
下
、
石
刻
拓
本
（
明
一
）
と
略
称
す
る
）
に
は
、
燕
王
に
扈
従
し
て
靖
難
の
役
を
戦
い
、
政
権
樹
立
後
は
太
監
と
し
て
活

躍
し
た
二
人
の
宦
官
の
墓
石
史
料
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、「
故
太
監
劉
公
墓
誌
銘
」
と
「
太
監
劉
公
墓
表
」
で
あ
る
。
前
者

は
の
ち
に
直
殿
監
太
監
と
な
る
劉
通
の
墓
誌
銘
、
後
者
は
御
馬
監
太
監
と
な
る
劉
順
の
墓
表
で
あ
る
。
劉
通
と
劉
順
は
兄
弟
で
あ
り
、

二
人
は
と
も
に
燕
王
府
に
奉
仕
し
た
。

「
故
太
監
劉
公
墓
誌
銘
」
の
誌
主
は
宣
徳
十
年
（
一
四
三
五
）
九
月
十
一
日
に
葬
ら
れ
た
。
墓
誌
銘
は
葬
地
と
な
っ
た
北
京
昌
平
か
ら

出
土
し
た
。
そ
の
形
状
に
つ
い
て
、
石
刻
拓
本
（
明
一
）
に
は
、「
拓
片
誌
長
、
寛
均
五
六
厘
米
、
蓋
長
五
七
厘
米
、
寛
五
六
厘
米
」
と
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あ
る
。
一
方
、
同
じ
く
昌
平
か
ら
出
土
し
た
劉
順
の
「
太
監
劉
公
墓
表
」
の
形
状
に
つ
い
て
は
、「
拓
片
高
二
百
厘
米
、
寛
九
六
厘
米
」

と
あ
る）
14
（

。

こ
れ
ら
墓
誌
銘
と
墓
表
の
拓
本
な
ら
び
に
録
文
を
示
せ
ば
、
巻
末
に
付
し
た
【
拓
本
1
】・【
拓
本
2
】
と
【
録
文
1
】・【
録
文
2
】

の
ご
と
く
で
あ
る
。
録
文
は
常
用
漢
字
に
改
め
た
が
、
異
体
字
は
尊
重
し
そ
の
ま
ま
載
録
し
た）
15
（

。
以
上
の
【
録
文
1
】・【
録
文
2
】
を

踏
ま
え
、
本
章
に
お
い
て
は
、
劉
通
・
劉
順
そ
れ
ぞ
れ
の
履
歴
を
摘
記
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

生
年　

劉
通
と
劉
順
は
、
父
阿
哈
・
母
李
氏
所
生
の
兄
弟
と
し
て
生
ま
れ
た
。
劉
通
は
、【
録
文
1
】
02
行
に
、

公
、
大
明
辛
酉
七
月
廿
九
日
に
生
ま
る
。

と
あ
る
か
ら
、
洪
武
十
四
年
（
一
三
八
一
）
七
月
二
十
九
日
に
誕
生
し
た
こ
と
に
な
る
。
一
方
、
劉
順
に
つ
い
て
は
生
年
記
事
を
欠
く
が
、

【
録
文
2
】
05
行
に
、

正
統
五
年
十
二
月
十
五
日
、
御
馬
監
太
監
劉
公
、
疾
を
以
て
卒
す
。
年
五
十
七
。

と
そ
の
寿
齢
を
記
し
て
い
る
の
で
、
こ
れ
か
ら
逆
算
す
る
と
、
洪
武
十
七
年
（
一
三
八
四
）
に
生
ま
れ
と
な
り
、
劉
通
の
三
歳
年
下
の

弟
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

出
自　

彼
ら
の
出
自
に
つ
い
て
、【
録
文
1
】
02
行
に
は
、「
世
々
三
万
族
の
大
戸
為
り
」
と
あ
り
、【
録
文
2
】
09
行
に
「
女
直
の
人
」
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と
し
て
い
る
。
劉
通
・
劉
順
兄
弟
は
女
直
人
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

三
万
戸
と
い
え
ば
、
た
だ
ち
に
、
明
太
祖
が
洪
武
二
十
年
（
一
三
八
七
）
十
二
月
に
設
置
し
た
三
万
衛
の
存
在
が
想
起
さ
れ
る
。
三

万
衛
の
設
置
に
つ
い
て
は
、『
太
祖
実
録
』
洪
武
二
十
年
十
二
月
庚
午
の
条
に
、

遼
東
に
三
万
衛
指
揮
使
司
を
置
く
。
千
戶
侯
史
家
奴
を
以
っ
て
指
揮
僉
事
と
為
す
。
詔
し
て
凡
そ
将
校
の
洪
武
四
年
よ
り
遼
を
守

り
功
有
る
者
、
千
戶
は
陞
し
て
指
揮
と
為
し
、
百
戶
以
下
は
遞
陞
す
る
こ
と
差
有
り
。
凡
そ
二
百
七
十
五
人
。

と
あ
り
、
侯
史
家
奴
を
指
揮
僉
事
と
し
て
開
設
さ
れ
た
。
た
だ
三
万
衛
の
創
設
自
体
は
、
そ
れ
以
前
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
同
書
洪
武

二
十
一
年
三
月
辛
丑
の
条
に
、

徙
し
て
三
万
衛
を
開
元
に
置
く
。
是
れ
よ
り
先
、
指
揮
僉
事
劉
顕
等
に
詔
し
て
、
鉄
嶺
に
至
り
て
站
を
立
て
し
め
、
鴨
綠
江
以
東

の
夷
民
を
招
撫
せ
し
む
。
た
ま
た
ま
指
揮
僉
事
侯
史
家
奴
、
步
騎
二
千
を
領
し
て
斡
朵
里
に
抵
り
て
衛
を
立
つ
る
も
、
糧
餉
継
ぎ

難
き
を
以
っ
て
師
を
退
け
還
り
て
開
元
に
至
ら
ん
こ
と
を
奏
請
す
。
野
人
劉
憐
哈
等
、
衆
を
集
め
溪
塔
子
口
に
屯
し
て
官
軍
を
邀

擊
す
。
顕
等
、
軍
を
督
し
、
百
余
人
を
奮
殺
し
て
之
を
敗
り
、
其
の
余
衆
を
撫
安
す
。
遂
に
衛
を
開
元
に
置
く
。

と
あ
る
の
に
よ
る
と
、
三
万
衛
は
最
初
斡
朵
里
に
設
置
さ
れ
る
予
定
で
あ
っ
た
が
、
糧
餉
輸
送
の
点
で
難
が
あ
っ
て
、
そ
の
地
を
断
念

し
て
開
原
に
徙
置
さ
れ
た
の
で
あ
る）
16
（

。
当
初
の
設
置
場
所
と
さ
れ
た
斡
朵
里
は
、
元
初
に
創
設
さ
れ
た
五
万
戸
府
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
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『
元
史
』
巻
五
十
九
、
地
理
志
二
に
、

元
初
、
軍
民
万
戸
府
五
を
設
け
北
辺
を
撫
鎮
す
。
一
は
桃
温
と
曰
い
、
上
都
を
距
つ
こ
と
四
千
里
。
一
は
胡
里
改
と
曰
い
、
上
都

を
距
つ
こ
と
四
千
二
百
里
、
大
都
は
三
千
八
百
里
。
胡
里
改
江
並
び
に
混
同
江
有
り
、
又
合
蘭
河
有
り
、
海
に
流
入
す
。
一
は
斡

朵
憐
と
曰
う
。
一
は
脫
斡
憐
と
曰
う
。
一
は
孛
苦
江
と
曰
う
。
各
有
司
存
し
、
混
同
江
南
北
の
地
を
分
領
す
。
其
の
居
民
皆
な
水

達
達
、
女
直
の
人
、
各
々
旧
俗
に
仍
り
、
市
井
に
城
郭
無
く
、
水
草
を
逐
っ
て
居
を
為
し
、
射
猟
を
以
っ
て
業
と
為
す
。
故
に
官

を
設
け
て
民
を
牧
し
、
俗
に
随
い
て
治
す
。
合
蘭
府
に
水
達
達
等
路
有
り
、
以
っ
て
相
い
統
摂
す
。

と
み
え
る
よ
う
に
、
元
初
に
設
置
さ
れ
た
五
万
戶
府
は
、
桃
温
、
胡
里
改
、
斡
朵
憐
、
脫
斡
憐
、
孛
苦
江
の
五
つ
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、

こ
れ
ら
の
五
万
戸
府
に
は
元
の
治
世
の
間
に
消
長
が
あ
り
、
和
田
清
氏
に
よ
る
と
、「
元
末
の
騒
乱
に
そ
の
五
万
戸
府
は
亡
ん
で
し
ま
っ

た
も
の
と
見
え
、
明
初
は
た
だ
残
り
の
三
万
戸
の
み
で
あ
っ
た
」
と
さ
れ
て
い
る）
17
（

。

そ
れ
で
は
明
初
に
残
存
し
た
と
さ
れ
る
三
万
戸
と
は
、
以
上
の
五
万
戸
府
の
い
ず
れ
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
は

つ
い
て
は
、
朝
鮮
王
朝
の
世
宗
の
命
に
よ
っ
て
編
纂
さ
れ
た
『
龍
飛
御
天
歌
』
巻
七
、
移
闌
豆
漫
（
三
万
戸
）
の
注
に
、

斡
朶
里
は
地
名
に
し
て
、
海
西
江
の
東
、
火
児
阿
江
の
西
に
在
り
。
火
児
阿
も
亦
地
名
に
し
て
二
江
合
流
の
東
に
在
り
。
蓋
し
江

に
因
り
て
名
と
為
す
な
り
。
托
温
も
亦
地
名
に
し
て
、
二
江
合
流
の
下
に
在
り
。
二
江
皆
な
西
よ
り
北
流
し
、
三
城
相
次
い
で
江

に
沿
う
。
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と
み
え
る
。
こ
の
記
述
に
よ
れ
ば
、
海
西
江
の
東
、
火
児
阿
江
の
西
に
あ
る
斡
朶
里
、
二
江
合
流
の
東
に
あ
る
火
児
阿
、
二
江
合
流
の

下
に
あ
る
托
温
が
明
初
に
残
存
し
て
い
た
三
万
戸
と
い
う
こ
と
に
な
る
。『
龍
飛
御
天
歌
』
中
の
三
万
戸
と
前
引
『
元
史
』
中
の
桃
温
、

胡
里
改
、
斡
朵
憐
、
脫
斡
憐
、
孛
苦
江
の
五
万
戸
府
と
を
照
合
す
る
と
、
斡
朶
里
は
脫
斡
憐
、
火
児
阿
は
胡
里
改
、
托
温
は
桃
温
に
比

定
で
き
よ
う
。

洪
武
帝
は
、
当
初
か
か
る
三
万
の
名
を
付
し
て
、
斡
朶
里
に
三
万
衛
を
創
設
し
た
の
で
あ
る
。
斡
朶
里
が
位
置
し
た
の
は
、「
海
西

江
の
東
、
火
児
阿
江
の
西
」
で
あ
っ
た
と
い
う
。
先
学
の
研
究
に
よ
る
と
、
海
西
江
は
松
花
江
、
火
児
阿
江
は
忽
汗
河
、
す
な
わ
ち
牡

丹
江
の
こ
と
と
さ
れ
る）
18
（

。
松
花
江
は
黒
竜
江
最
大
の
支
流
で
あ
り
、
黒
竜
江
省
の
南
部
を
流
れ
る
。
一
方
、
牡
丹
江
は
松
花
江
の
支
流

で
、
黒
竜
江
省
の
南
東
部
を
流
れ
る
。
斡
朶
里
は
か
か
る
松
花
河
の
東
、
牡
丹
江
の
西
の
領
域
に
存
在
し
た
の
で
あ
り
、
こ
こ
に
三
万

衛
は
創
設
さ
れ
た
。
そ
れ
が
、
糧
餉
輸
送
が
困
難
な
た
め
、
遼
東
の
開
原
に
移
設
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

三
万
戸
と
三
万
衛
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
い
さ
さ
か
贅
語
を
費
や
し
た
が
、
劉
通
・
劉
順
兄
弟
の
祖
は
、
元
朝
に
仕
え
て
三
万
戸
の

万
戸
の
官
で
あ
っ
た
と
い
う
か
ら
、
彼
ら
兄
弟
は
、
女
直
の
有
力
な
家
の
出
身
者
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

燕
王
府
入
仕　

劉
通
兄
弟
が
閹
割
さ
れ
た
経
緯
に
つ
い
て
は
、【
録
文
1
】・【
録
文
2
】
と
も
に
触
れ
る
と
こ
ろ
が
な
い
。【
録
文

1
】
02

－

04
行
に
、

性
剛
毅
、
長
ず
る
に
及
び
勇
略
人
に
過
ぎ
、
仕
え
て
内
臣
と
為
す
。
洪
武
丙
子
、
命
を
奉
じ
て
開
平
・
大
寧
に
て
城
堡
を
修
築
し
、

能
く
厥そ

の
職
に
称
う
。
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と
あ
り
、【
録
文
2
】
09

－

10
行
に
、

公
幼
き
よ
り
兄
通
と
偕
に
禁
庭
に
入
る
。
太
宗
皇
帝
之
を
奇
と
し
、
姓
に
劉
氏
を
賜
い
、
恩
を
加
え
焉
を
育
て
り
。
年
十
三
に
し

て
、
騎
射
に
精
れ
、
武
力
を
以
っ
て
著
し
く
聞
ゆ
。

と
み
え
る
。
劉
通
・
劉
順
兄
弟
は
、
永
楽
帝
、
当
時
の
燕
王
に
幼
く
し
て
王
府
宦
官
と
し
て
出
仕
し
た
の
で
あ
る
。
劉
通
が
開
平
・
大

寧
に
お
い
て
城
堡
の
修
築
に
関
わ
っ
た
洪
武
丙
子
と
は
洪
武
二
十
九
年
（
一
三
九
六
）
で
あ
る
。
そ
れ
は
劉
通
が
十
六
歳
の
と
き
の
こ

と
で
あ
っ
た
。
一
方
、
劉
順
が
幼
く
し
て
頭
角
を
現
し
た
の
は
十
三
歳
の
と
き
で
あ
っ
た
と
い
う
。
そ
の
年
次
も
同
じ
く
洪
武
二
十
九

年
（
一
三
九
六
）
に
当
た
る
か
ら
、
劉
通
・
劉
順
が
燕
王
の
北
平
王
府
に
仕
え
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
洪
武
二
十
九
年
（
一
三
九
六
）

以
前
の
こ
と
と
な
る
。

靖
難
の
役　

靖
難
の
役
は
建
文
元
年
（
洪
武
三
十
二
年
・
一
三
九
九
）
七
月
四
日
に
、
北
平
（
の
ち
の
北
京
）
に
お
い
て
、
燕
王
が
挙
兵

し
た
こ
と
に
よ
っ
て
火
ぶ
た
が
切
ら
れ
た
。
建
文
政
権
に
よ
っ
て
五
王
に
対
す
る
削
藩
政
策
の
実
施
と
平
行
し
て
燕
王
府
に
対
し
て
も

弾
圧
政
策
が
推
し
進
め
ら
れ
て
い
た
が
、
そ
の
状
況
を
打
破
す
る
た
め
に
、
燕
王
は
令
旨
を
振
り
出
し
て
挙
兵
し
た
の
で
あ
る
。
建
文

帝
へ
の
上
奏
と
し
て
の
上
書
と
諸
王
・
大
小
各
衙
門
官
吏
軍
民
人
等
に
対
し
て
の
令
旨
で
は
、
い
ず
れ
も
挙
兵
の
理
由
を
列
挙
し
、
奉

天
靖
難
軍
で
あ
る
所
以
を
強
調
し
た
も
の
で
あ
っ
た）
19
（

。

そ
れ
か
ら
三
年
を
閲
し
た
建
文
四
年
（
洪
武
三
十
五
年
・
一
四
〇
二
）
六
月
三
日
に
は
、
燕
王
と
そ
の
麾
下
の
軍
勢
は
、
揚
子
江
の
渡

江
を
決
行
し
、
八
日
に
は
対
岸
の
龍
潭
に
到
着
し
た
。
燕
王
の
率
い
る
北
軍
、
す
な
わ
ち
奉
天
靖
難
軍
が
、
十
三
日
に
南
京
城
の
金
川
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門
に
逼
る
と
、
建
文
側
の
谷
王
と
李
景
隆
と
が
真
っ
先
に
開
門
し
、
北
軍
を
迎
え
入
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
を
契
機
に
、
南
京
政
府

の
要
路
の
人
々
は
、
雪
崩
を
打
っ
て
投
降
・
帰
附
し
、
建
文
帝
は
焚
死
し
た
。
南
京
入
城
を
果
た
し
た
燕
王
は
、
迎
降
し
た
人
々
や
諸

王
た
ち
に
よ
る
即
位
の
勧
進
を
受
け
て
、
六
月
十
七
日
、
奉
天
殿
に
お
い
て
皇
帝
位
に
即
い
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
七
月
一
日
、

燕
王
は
皇
帝
の
位
に
即
い
た
こ
と
を
内
外
に
宣
言
す
る
即
位
詔
を
発
布
し
、
そ
の
中
で
、
明
け
て
正
月
元
旦
か
ら
年
号
を
永
楽
に
改
元

す
る
こ
と
を
示
し
た
。

こ
の
戦
役
が
ど
の
よ
う
に
展
開
し
た
か
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
詳
論
し
た
の
で）
20
（

、
こ
こ
で
は
贅
語
を
重
ね
る
こ
と
は
せ
ず
、
劉
通
・

劉
順
兄
弟
が
関
わ
っ
た
会
戦
に
関
し
て
の
み
、
そ
の
足
跡
を
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

劉
通
と
靖
難
の
役
と
の
関
わ
り
に
あ
る
記
述
は
、【
録
文
1
】
の
07
行
か
ら
10
行
に
亘
っ
て
い
る
。

歳
己
卯
、
駕
に
随
い
内
難
を
粛
清
せ
ん
と
す
。
公
奮
身
し
て
効
労
し
、
首
に
九
門
を
平
ら
げ
、
雄
県
・
漠マ
マ

州
を
攻
取
し
、
永
平
劉

家
口
を
収
捕
し
、
大
寧
を
克
服
す
。
鄭
村
垻
に
回
還
し
、
大
戦
す
。
継
い
で
大
同
・
蔚
州
・
広
昌
等
処
に
克
つ
。
明
年
庚
辰
、
大

い
に
白
溝
河
に
戦
い
、
済
南
を
取
り
、
滄
州
を
平
ら
げ
、
東
昌
を
定
む
。
辛
巳
、
藁
城
を
鏖
し
、
西
水
寨
を
撃
つ
。
壬
午
、
東
阿
・

汶
上
を
破
り
、
小
河
・
斉
眉
山
に
征
し
、
霊
璧
を
討
ち
、
泗
州
を
攻
む
。
夏
五
月
、
淮
河
を
過
ぎ
、
盱
眙
を
伐
ち
、
揚
州
を
屠
り
、

儀
真
を
戮
す
。
六
月
、
大
江
を
渡
り
、
金
川
門
を
奪
い
、
金
陵
を
平
定
し
、
宮
禁
を
粛
清
す
。
節
次
大
戦
し
、
屡
々
効
能
を
著
わ

せ
り
。

劉
通
は
歳
己
卯
す
な
わ
ち
建
文
元
年
（
一
三
九
九
）
七
月
四
日
に
お
け
る
北
平
城
の
奪
取
か
ら
始
ま
っ
て
、
壬
午
す
な
わ
ち
四
年
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（
一
四
〇
二
）
六
月
十
三
日
の
南
京
城
の
金
川
門
突
破
と
南
京
平
定
ま
で
、
そ
の
間
に
起
き
た
様
々
な
地
域
で
の
建
文
軍
と
の
会
戦
で
活

躍
し
た
。
こ
こ
に
み
え
る
雄
県
・
漠マ
マ

（
鄚
）
州
以
下
の
地
名
は
、
す
べ
て
会
戦
地
で
あ
る）
21
（

。

靖
難
の
役
に
お
け
る
劉
通
の
戦
歴
は
、
こ
の
よ
う
に
詳
し
く
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
劉
順
に
つ
い
て
は
、【
録
文
2
】
10

－

11
行
に
、

靖
難
の
兵
起
る
や
、
公
、
諸
将
と
と
も
に
九
門
を
奪
い
、
鄭
村
垻
を
鏖
し
、
白
溝
に
蹙
り
、
東
昌
・
霊
璧
に
大
戦
し
、
遂
に
江
を

渡
り
て
、
金
川
門
に
克
つ
。
皆
な
効
有
り
。

と
、
簡
略
に
記
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
が
、
靖
難
の
役
の
口
火
を
切
る
北
平
城
か
ら
金
川
門
突
破
ま
で
燕
王
軍
と
し
て
幾
多
の
会
戦
に

活
躍
し
た
こ
と
は
贅
語
す
る
必
要
も
な
い
。

終
戦
後　

建
文
四
年
（
一
四
〇
二
）
六
月
は
、
南
京
陥
落
、
建
文
政
権
の
崩
壊
、
燕
王
の
即
位
と
社
会
が
激
動
し
た
が
、
こ
の
政
権

交
代
は
、
燕
王
府
に
仕
え
て
い
た
人
々
の
身
に
も
重
大
な
変
化
を
生
じ
せ
し
め
た
。
燕
王
府
官
か
ら
永
楽
官
僚
へ
陞
転
し
た
の
で
あ
る
。

劉
通
・
劉
順
も
ま
た
宦
官
二
十
四
衙
門
の
職
に
就
い
た
。
劉
通
は
尚
膳
監
左
監
丞
と
い
う
官
で
あ
る
。
洪
武
二
十
八
年
（
一
三
九
五
）

に
改
定
さ
れ
た
「
内
官
監
、
司
、
庫
、
局
と
諸
門
官
な
ら
び
に
東
宮
六
局
、
王
府
承
奉
等
官
職
秩
」
に
よ
れ
ば
、
尚
膳
監
は
他
の
十
一

監
と
同
様
に
、
太
監
一
人
、
正
四
品
、
左
・
右
少
監
各
一
人
、
従
四
品
、
左
・
右
監
丞
各
一
人
、
正
五
品
、
典
簿
一
人
、
正
六
品
、
長
随
・

奉
御
、
正
六
品
と
い
う
構
成
で
あ
っ
た）
22
（

。
永
楽
政
権
成
立
後
、
劉
通
に
与
え
ら
れ
た
の
は
、
正
五
品
の
尚
膳
監
左
監
丞
で
あ
っ
た
。
尚

膳
監
は
、
皇
帝
の
先
祖
が
祀
っ
て
あ
る
奉
先
殿
へ
の
一
日
三
度
の
供
膳
、
宮
廷
内
の
食
事
、
宴
会
の
こ
と
を
掌
っ
た
。
し
か
し
、
劉
通

は
そ
う
し
た
職
責
の
尚
膳
監
に
専
従
し
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
永
楽
庚
寅
、
す
な
わ
ち
永
楽
八
年
（
一
四
一
〇
）
に
は
、
永
楽
帝
の
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親
征
軍
に
随
行
し
て
、
モ
ン
ゴ
ル
に
従
軍
し
、
そ
の
際
の
軍
功
に
よ
っ
て
、
帰
京
後
、
尚
膳
監
左
少
監
（
正
四
品
）
に
陞
格
し
て
い
る

（【
録
文
1
】
11

－

13
行
）。
さ
ら
に
甲
午
、
す
な
わ
ち
永
楽
十
二
年
（
一
四
一
四
）
に
も
、
永
楽
帝
が
西
モ
ン
ゴ
ル
の
オ
イ
ラ
ト
に
対
し
て

親
征
し
た
、
い
わ
ゆ
る
「
永
楽
十
二
年
の
役
」
に
扈
従
し
、
数
々
の
軍
功
を
挙
げ
て
、
直
殿
監
太
監
に
特
進
し
た
（【
録
文
1
】
13

－

14
行
）。

直
殿
監
と
は
奉
天
殿
（
の
ち
の
皇
極
殿
）
を
は
じ
め
外
廷
の
公
式
用
の
宮
殿
の
清
掃
を
行
う
こ
と
を
職
責
と
す
る
宦
官
組
織
で
あ
っ
た
。

そ
の
太
監
に
抜
擢
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
劉
通
は
そ
の
後
も
武
人
宦
官
と
し
て
活
動
し
て
お
り
、
壬
寅
・
癸
卯
・
甲
辰

の
年
に
も
出
軍
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
永
楽
二
十
年
（
一
四
二
二
）、
二
十
一
年
（
一
四
二
三
）、
二
十
二
年
（
一
四
二
四
）
と
三
年
連

続
の
永
楽
帝
の
親
征
に
随
行
し
た
の
で
あ
る
（【
録
文
1
】
14

－

15
行
）。
永
楽
帝
は
二
十
二
年
（
一
四
二
四
）
に
お
け
る
モ
ン
ゴ
ル
親
征

の
帰
途
の
七
月
、
楡
木
川
で
崩
御
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
劉
通
も
ま
た
そ
の
陣
中
に
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
永
楽
帝
の
軍
事
行

動
に
常
に
寄
り
添
い
、
か
つ
軍
功
著
し
い
劉
通
に
対
し
て
、
永
楽
帝
は
邸
宅
を
与
え
、
王
氏
の
女
を
娶
せ
、
家
政
を
仕
切
ら
せ
、
か
つ

劉
通
の
母
（
李
氏
）
に
孝
養
を
尽
く
さ
せ
た
と
あ
る
（【
録
文
1
】
16
行
）。

弟
劉
順
の
軍
功
も
兄
に
比
し
て
遜
色
な
か
っ
た
。
靖
難
の
役
が
終
息
す
る
と
、
甲
申
、
す
な
わ
ち
永
楽
二
年
（
一
四
〇
四
）、
御
馬
監

左
監
丞
に
抜
擢
さ
れ
た
。
丙
戌
（
永
楽
四
年
・
一
四
〇
六
）
に
は
遼
東
に
赴
き
、
戊
子
（
永
楽
六
年
・
一
四
〇
八
）
に
は
、
倭
寇
防
衛
に
従

事
し
て
軍
功
を
挙
げ
た
。
己
丑
（
永
楽
七
年
・
一
四
〇
九
）
に
は
、
淇
国
公
丘
福
の
モ
ン
ゴ
ル
征
討
軍
に
加
わ
り
漠
北
に
軍
行
し
た
。
こ

の
「
永
楽
七
年
の
役
」
は
明
軍
が
惨
敗
し
た
た
め
、
以
後
し
ば
し
ば
永
楽
帝
が
親
征
軍
を
率
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
際
に
は
、
劉
順

は
前
哨
を
務
め
た
と
い
う
。
庚
寅
（
永
楽
八
年
・
一
四
一
〇
）、
甲
午
（
永
楽
十
二
年
・
一
四
一
四
）、
庚
子
（
永
楽
十
八
年
・
一
四
二
〇
）、
壬

寅
（
永
楽
二
十
年
・
一
四
二
二
）、
甲
辰
（
永
楽
二
十
二
年
・
一
四
二
四
）
と
永
楽
帝
が
総
力
を
傾
け
た
五
度
の
親
征
に
い
ず
れ
も
従
行
し
た
。

最
後
の
親
征
の
際
の
帰
途
、
永
楽
帝
が
楡
木
川
で
崩
御
し
た
と
き
に
も
、
崩
御
が
秘
匿
さ
れ
た
梓
宮
を
守
っ
て
北
京
に
戻
っ
た
の
で
あ
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る
。こ

の
よ
う
に
、
劉
順
は
永
楽
帝
が
親
征
す
る
際
に
は
常
に
近
侍
し
た
が
、
御
馬
監
太
監
に
陞
格
し
た
の
は
、
兄
の
劉
通
よ
り
か
な
り

遅
く
、
壬
寅
の
年
（
永
楽
二
十
年
・
一
四
二
二
）
に
な
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
っ
た
（【
録
文
2
】
11

－

16
行
）。
劉
順
が
太
監
と
な
っ
た
御

馬
監
と
は
馬
や
象
を
と
り
扱
う
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
征
討
軍
が
編
制
さ
れ
る
と
、
劉
順
も
と
も
に
軍
行
す
る
こ
と
が
多
か
っ
た
こ
と
を

勘
考
す
る
と
、
そ
の
太
監
職
に
縛
ら
れ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

劉
通
・
劉
順
の
兄
弟
は
、
宣
徳
帝
の
時
代
に
も
、
漢
王
高
煦
の
乱
鎮
圧
を
は
じ
め
、
多
く
の
戦
歴
を
重
ね
て
お
り
、
宮
中
に
お
い
て
、

毎
日
そ
れ
ぞ
れ
が
直
殿
監
太
監
、
御
馬
監
太
監
と
し
て
の
職
責
を
地
味
に
務
め
て
い
た
と
は
想
像
し
に
く
い
。
旺
盛
か
つ
輝
か
し
い
戦

歴
を
み
る
と
、
宦
官
武
人
と
し
て
そ
の
生
涯
を
全
う
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

三　

永
楽
政
権
に
お
け
る
燕
王
府
出
身
女
直
人
の
地
位

以
上
、
既
存
の
史
料
と
碑
文
史
料
か
ら
、
洪
武
時
代
に
燕
王
府
に
出
仕
し
、
靖
難
の
役
以
後
、
永
楽
政
権
の
宦
官
・
武
臣
と
な
っ
た

女
直
人
を
摘
索
し
て
、
若
干
の
検
討
を
加
え
て
き
た
。
そ
の
結
果
、
永
楽
政
権
が
成
立
す
る
と
、
宦
官
の
亦
失
哈
は
都
知
監
太
監
、
王

彦
は
遼
東
鎮
の
鎮
守
太
監
、
忽
思
忽
は
左
順
門
の
門
正
（
永
楽
中
の
職
官
不
詳
）、
劉
通
は
直
殿
監
太
監
、
劉
順
は
御
馬
監
太
監
に
任
用

さ
れ
、
武
臣
の
童
信
は
前
軍
都
督
府
右
都
督
、
王
麒
は
後
軍
都
督
府
都
督
同
知
に
任
用
さ
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
亦
失
哈
、
王
彦
、

劉
通
・
劉
順
兄
弟
は
太
監
に
任
用
さ
れ
て
い
る
。
官
品
で
は
正
四
品
で
あ
る
。
一
方
、
童
信
が
都
督
に
陞
進
し
た
前
軍
都
督
府
は
九
江

衛
一
衛
を
直
轄
す
る
ほ
か
、
湖
広
都
司
・
湖
広
行
都
司
・
福
建
都
司
・
福
建
行
都
司
・
江
西
都
司
・
広
東
都
司
を
統
轄
し
た
。
た
だ
、
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後
年
に
興
都
留
守
司
が
加
わ
る
。
後
嗣
の
な
か
っ
た
武
宗
正
徳
帝
が
崩
御
す
る
と
、
世
宗
嘉
靖
帝
が
外
藩
興
王
府
か
ら
入
り
即
位
し

た
に
と
も
な
い
、
嘉
靖
十
年
（
一
五
三
一
）
に
は
興
王
府
の
あ
っ
た
安
陸
州
を
昇
格
さ
せ
て
承
天
府
と
し
、
併
せ
て
興
都
と
呼
称
し
た
。

そ
れ
が
興
都
と
い
う
呼
称
の
始
ま
り
で
あ
る
。
そ
し
て
、
嘉
靖
十
八
年
（
一
五
三
九
）
に
は
こ
こ
に
興
都
留
守
司
を
置
き
、
顕
陵
衛
・

承
天
衛
（
安
陸
衛
を
改
称
）
を
統
轄
、
顕
陵
を
守
護
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
と
も
あ
れ
、
童
信
は
、
か
か
る
前
軍
都
督
府
の
右
都

督
に
陞
進
し
た
。
正
一
品
で
あ
る
。
ま
た
王
麒
が
都
督
同
知
に
任
用
さ
れ
た
後
軍
都
督
府
は
大
寧
都
司
・
万
全
都
司
・
山
西
都
司
・
山

西
行
都
司
と
京
師
に
近
い
地
域
に
設
置
さ
れ
た
都
司
を
統
轄
し
た
。
王
麒
は
か
か
る
後
軍
都
督
府
の
都
督
同
知
（
従
一
品
）
に
陞
進
し

た
の
で
あ
る
。

前
掲
拙
稿
「
永
楽
政
権
と
雒
僉
事
件
」
に
お
い
て
、
私
は
、
燕
王
府
官
の
永
楽
官
僚
へ
の
身
分
異
動
に
つ
い
て
解
明
し
た
結
果
を
表

に
し
た
。
そ
れ
に
上
記
の
女
直
人
（
太
字
）
を
加
え
る
と
、
つ
ぎ
の
通
り
で
あ
る
。

正
一
品　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

童
信

従
一
品　
　
　

道
衍　
　
　
　
　

王
麒

正
二
品　
　
　

金
忠

従
二
品　
　
　

李
賢

正
三
品　
　
　

王
鍾
、
康
汝
楫

従
三
品

正
四
品　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

亦
失
哈
、
王
彦
、
劉
通
、
劉
順

　
　
　
　
　
　
　
　
　

従
一
品　
　
　

道
衍　
　
　
　
　

正
二
品　
　
　

金
忠

従
二
品　
　
　

李
賢

正
三
品　
　
　

王
鍾
、
康
汝
楫

正
四
品　
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従
四
品　

正
五
品　
　
　

王
真
、
李
嘉
、
韓
公
茂
、
戴
原
礼

従
五
品　
　
　

袁
忠
徹

正
六
品　
　
　

謝
靖
真
、
葛
清
隠
、
朱
琇
、
奇
原
、
陳
克
恭
、
王
彬
、
袁
宝
、
使
公
望
、
袁
珙
、
武
周
文

従
六
品　
　
　

張
原
、
陸
永
成

正
七
品　
　
　

趙
従
吉
、
陸
具
瞻

従
七
品　
　
　

陳
勝
謙
、
袁
珪
、
李
達
、
呉
牧
、
相
佐
、
王
克
敬
、
王
安
、
王
弁
、
李
能
、
何
順
、
甄
実
、
楊
勉

永
楽
時
代
の
官
職
が
不
明
な
忽
思
忽
を
除
く
燕
王
府
出
身
の
五
人
の
女
直
人
は
、
永
楽
帝
に
よ
っ
て
重
用
さ
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ

る
。
亦
失
哈
、
王
彦
、
劉
通
、
劉
順
の
官
品
は
正
四
品
と
さ
ほ
ど
高
い
と
は
い
え
な
い
。
し
か
も
、
亦
失
哈
が
太
監
に
な
っ
た
都
知
監

太
監
に
つ
い
て
は
、
宦
官
の
存
在
形
態
を
江
湖
に
広
め
る
上
で
多
大
な
役
割
を
果
た
し
た
三
田
村
泰
助
氏
の
『
宦
官　

側
近
政
治
の
構

造
』（
中
公
新
書
七
一
頁
、
中
公
文
庫
八
十
二
頁
）
に
お
い
て
、「
冬
な
ど
に
は
凍
り
つ
く
よ
う
な
寒
さ
を
し
の
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
、

最
低
の
官
と
さ
れ
て
い
る
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
劉
通
が
太
監
に
な
っ
た
直
殿
監
も
外
廷
の
公
式
行
事
が
行
わ
れ
る
奉
天
殿
等
の
清

掃
を
職
務
と
し
、
劉
順
が
太
監
に
な
っ
た
御
馬
監
も
馬
や
象
の
世
話
が
主
要
な
職
務
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ら
は
政
治
の
中
枢
に
参
画
す
る

よ
う
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
彼
ら
を
十
二
監
の
太
監
に
任
用
し
た
も
の
の
、
靖
難
の
役
を
通
し
て
、
彼
ら
の
武
人

と
し
て
の
力
量
を
知
る
永
楽
帝
は
、
そ
の
職
務
に
縛
る
こ
と
は
な
く
、
征
討
軍
を
編
制
す
る
際
に
は
常
に
起
用
し
た
の
で
あ
る
。
日
頃

最
低
の
官
と
さ
れ
る
宦
官
衙
門
の
太
監
を
務
め
る
亦
失
哈
や
劉
通
・
劉
順
兄
弟
が
自
ら
軍
を
率
い
、
あ
る
い
は
永
楽
帝
に
扈
従
し
て
、

正
五
品　
　
　

王
真
、
李
嘉
、
韓
公
茂
、
戴
原
礼

従
五
品　
　
　

袁
忠
徹

正
六
品　
　
　

謝
靖
真
、
葛
清
隠
、
朱
琇
、
奇
原
、
陳
克
恭
、
王
彬
、
袁
宝
、
使
公
望
、
袁
珙
、
武
周
文

従
六
品　
　
　

張
原
、
陸
永
成

正
七
品　
　
　

趙
従
吉
、
陸
具
瞻

従
七
品　
　
　

陳
勝
謙
、
袁
珪
、
李
達
、
呉
牧
、
相
佐
、
王
克
敬
、
王
安
、
王
弁
、
李
能
、
何
順
、
甄
実
、
楊
勉
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宦
官
武
人
あ
る
い
は
宦
官
武
臣
と
称
す
る
の
が
相
応
し
い
ほ
ど
の
軍
功
を
積
み
上
げ
て
い
る
裏
に
は
、
そ
の
よ
う
な
事
情
が
介
在
し
て

い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

お
わ
り
に

永
楽
帝
が
燕
王
府
に
出
仕
し
て
い
た
女
直
人
の
中
で
、
そ
の
軍
事
的
力
量
を
認
め
た
の
は
、
亦
失
哈
、
劉
通
・
劉
順
兄
弟
だ
け
の
こ

と
で
は
な
か
っ
た
。
遼
東
鎮
守
太
監
に
起
用
さ
れ
、
長
く
そ
の
職
に
留
ま
っ
た
王
彦
も
、
後
軍
都
督
府
の
都
督
同
知
に
陞
進
し
た
王
麒

も
、
前
軍
都
督
府
右
都
督
に
陞
っ
た
童
信
も
同
様
で
あ
っ
た
。
彼
ら
燕
王
府
出
身
の
女
直
人
は
、
足
か
け
四
年
に
及
ぶ
靖
難
の
役
に
燕

王
軍
の
一
員
と
し
て
参
陣
し
、
そ
の
軍
事
的
力
量
を
大
い
に
発
揮
し
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
王
麒
・
童
信
の
武
臣
と
亦
失
哈
・
王
彦
・
劉
通
・
劉
順
の
宦
官
と
の
間
で
官
品
に
大
き
な
差
が
つ
い
た
。
こ
れ
は

そ
の
信
頼
度
あ
る
い
は
重
用
度
の
等
差
に
因
由
す
る
も
の
で
は
な
く
、
宦
官
の
職
階
で
は
太
監
正
四
品
が
最
高
位
で
あ
っ
た
の
で
あ

る
。
つ
ま
り
、
王
麒
・
童
信
の
武
臣
と
亦
失
哈
・
王
彦
・
劉
通
・
劉
順
の
宦
官
と
の
間
で
、
官
品
に
か
か
る
著
し
い
格
差
が
生
じ
た
の

は
、
明
朝
の
制
度
に
由
来
す
る
の
で
あ
っ
た
。

燕
王
府
出
身
の
女
直
人
に
関
し
て
、
わ
ず
か
な
事
例
を
摘
索
し
た
だ
け
で
も
、
永
楽
帝
の
彼
ら
に
対
す
る
寵
用
の
度
合
い
が
際
だ
っ

て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
た
。
本
稿
の
冒
頭
で
述
べ
た
よ
う
に
、
北
京
遷
都
の
一
大
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
進
展
す
る
さ
な
か
に
、
そ
の
当
事

者
で
あ
る
北
京
行
部
尚
書
雒
僉
が
誅
殺
さ
れ
た
。
雒
僉
が
、「
朝
廷
の
用
人
は
宜
し
く
新
旧
兼
ね
て
任
ず
べ
し
。
今
信
任
す
る
所
は
藩

邸
の
旧
臣
に
し
て
公
至
の
道
に
非
ず
」
と
上
奏
し
、
永
楽
帝
の
人
事
政
策
を
批
判
す
る
上
奏
を
な
し
た
か
ら
で
あ
る
。
雒
僉
の
上
奏
は
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本
稿
で
取
り
上
げ
た
わ
ず
か
な
事
例
を
み
た
だ
け
で
も
、
永
楽
政
権
の
人
的
構
造
に
対
す
る
き
わ
め
て
的
を
射
た
批
判
で
あ
る
と
思
わ

れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
永
楽
政
権
に
お
け
る
人
的
構
造
の
偏
り
を
突
い
た
こ
と
に
対
し
て
、
永
楽
帝
は
過
剰
に
反
応
し
た
。
永
楽
帝

の
意
を
忖
度
し
た
陳
瑛
等
は
、
雒
僉
を
別
件
で
も
っ
て
弾
劾
し
た
。
雒
僉
は
間
を
置
か
ず
誅
殺
さ
れ
、
こ
の
事
案
は
早
々
に
蓋
が
さ
れ

て
し
ま
っ
た
。
雒
僉
が
、
ア
ン
タ
ッ
チ
ャ
ブ
ル
の
領
域
に
踏
み
込
ん
で
し
ま
っ
た
結
果
で
あ
っ
た
。

註
（
1
）
靖
難
の
役
に
つ
い
て
は
、
拙
著
『
明
代
建
文
朝
史
の
研
究
』（
汲
古
書
院
、
一
九
九
七
年
）
参
照
。

（
2
）
北
京
遷
都
に
つ
い
て
は
、
新
宮
学
『
北
京
遷
都
の
研
究
』（
汲
古
書
院
、
二
〇
〇
四
年
）
参
照
。

（
3
）
雒
僉
は
、『
明
史
』
に
本
伝
が
な
く
、
そ
の
出
身
地
も
「
不
知
何
許
人
」
に
作
る
史
料
が
多
い
が
、
私
は
、
雒
僉
が
知
府
と
し
て
赴
任
し
た

こ
と
の
あ
る
保
定
府
の
府
志
（
万
暦
『
保
定
府
志
』
に
依
拠
し
て
、
涿
州
の
人
で
、
保
定
知
府
、
刑
部
尚
書
、
北
京
行
部
尚
書
を
短
期
間
に
歴

任
し
た
こ
と
を
論
証
し
た
（
拙
稿
「
永
楽
政
権
と
雒
僉
事
件
」『
東
洋
学
報
』
第
八
十
巻
第
二
号
、
一
九
九
八
年
、
一
四
五

―

一
四
六
頁
）。
と

こ
ろ
が
、
そ
れ
か
ら
六
年
後
に
上
梓
さ
れ
た
新
宮
学
前
掲
書
で
は
、
訝
し
い
こ
と
に
雒
僉
の
出
身
地
は
「
不
詳
」
と
さ
れ
て
い
る
（
一
四
六
頁
）。

私
の
論
証
を
否
定
さ
れ
た
上
で
の
「
不
詳
」
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
何
故
に
そ
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
か
は
知
り
え
な
い
。  

（
4
）
『
太
宗
実
録
』
永
楽
三
年
二
月
己
巳
の
条
。

（
5
）
陳
瑛
等
が
弾
劾
し
た
上
奏
文
は
、
註
（
4
）
と
同
じ
『
太
宗
実
録
』
永
楽
三
年
二
月
己
巳
の
条
に
、「
都
御
史
陳
瑛
等
奏
、
僉
居
官
貪
婪
暴
虐
、

擅
作
威
福
十
数
事
、
又
縱
其
妻
於
所
部
郡
県
笞
辱
等
令
、
逼
索
財
物
、
且
日
乗
轎
于
市
中
、
強
買
物
貨
、
市
人
畏
之
不
啻
豺
虎
、
僉
与
其
妻
同

悪
如
此
、
罪
其
可
容
。
上
遣
人
復
按
得
実
、
皆
処
以
死
」
と
み
え
る
。
陳
瑛
等
は
雒
僉
に
関
し
て
は
貪
婪
暴
虐
、
擅
作
威
福
十
数
事
を
、
そ
の

妻
に
つ
い
て
は
郡
県
官
を
笞
辱
し
、
財
物
を
強
索
し
た
こ
と
、
日
々
轎
を
市
中
で
乗
り
回
し
、
物
貨
を
強
買
し
た
こ
と
を
報
告
し
、「
僉
と
其

の
妻
と
は
同
に
悪
し
き
こ
と
此
の
如
し
、
罪
其
れ
容
す
べ
け
ん
や
」
と
弾
劾
し
た
。
永
楽
帝
は
人
を
派
遣
し
て
、
弾
劾
内
容
の
ウ
ラ
を
取
ら

せ
、
雒
僉
を
死
刑
に
処
し
た
。
雒
僉
の
上
奏
と
陳
瑛
等
の
上
奏
と
の
関
連
に
つ
い
て
は
、
前
掲
拙
稿
「
永
楽
政
権
と
雒
僉
事
件
」（
一
四
八

―
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一
四
九
頁
）
参
照
。
ま
た
、
雒
僉
を
弾
劾
し
た
都
御
史
陳
瑛
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
永
楽
政
権
の
成
立
と
復
活
人
事
」（『
集
刊
東
洋
学
』
第

七
七
号
、
一
九
九
七
年
）
参
照
。

（
6
）
前
掲
拙
稿
「
永
楽
政
権
と
雒
僉
事
件
」
参
照
。

（
7
）
江
嶋
寿
雄
『
明
代
清
初
の
女
直
史
研
究
』（
中
国
書
店
、
一
九
九
九
年
）「
第
三
章　

太
監
亦
失
哈
」「
第
四
章　

亦
失
哈
の
奴
児
干
招
撫
」

参
照
。

（
8
）
太
監
喜
寧
は
土
木
の
変
の
と
き
モ
ン
ゴ
ル
軍
の
捕
虜
と
な
り
、
英
宗
に
近
侍
し
た
が
、
反
明
行
動
を
と
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
、
英
宗
の
指

示
で
罠
に
掛
け
ら
れ
て
明
軍
に
擒
獲
さ
れ
、
京
師
に
お
い
て
磔
刑
に
さ
れ
た
。
そ
の
顛
末
に
つ
い
て
は
、
拙
著
『
明
代
長
城
の
群
像
』（
汲
古

書
院
、
二
〇
〇
三
年
）「
第
二
部
第
一
章　

太
監
喜
寧
」
参
照
。

（
9
）
『
太
祖
実
録
』
洪
武
二
十
八
年
六
月
辛
巳
の
条
。

総
兵
官
都
指
揮
使
周
興
等
、
率
師
至
開
元
。
聞
西
陽
哈
在
黒
松
林
、
使
指
揮
荘
德
領
舟
師
順
腦
温
江
、
下
忽
剌
温
戳
盧
口
。
時
步
軍
亦
進
至

忽
剌
江
、
分
為
三
道
。
宋
晟
率
指
揮
銭
忠
・
張
玉
・
盧
震
軍
、
由
西
北
同
河
、
至
阿
陽
哈
寨
。
劉
真
率
指
揮
房
寬
軍
、
由
松
花
江
北
岸
東

南
戳
盧
口
、
至
蒙
古
山
寨
。
指
揮
景
誠
・
朱
勝
軍
由
中
道
忽
剌
温
江
、
東
北
出
銅
仏
寨
者
迷
河
・
黒
松
林
等
処
、
獲
野
人
詢
之
云
、
西
陽

哈
已
於
二
月
河
凍
時
、
過
松
花
江
。
真
等
率
兵
由
斡
朵
里
、
追
至
甫
答
迷
旧
城
、
適
天
雨
晝
晦
、
不
及
而
還
。
獲
女
真
鎮
撫
管
三
并
男
女

六
百
五
十
余
人
・
馬
四
百
余
匹
。
遣
人
入
奏
。

（
10
）
和
田
清
『
東
亜
史
研
究
（
蒙
古
篇
）』（
東
洋
文
庫
、
一
九
五
九
年
）「
三
、
兀
良
哈
三
衛
に
関
す
る
研
究　

上
」
一
六
三
頁
。

（
11
）
献
俘
式
の
有
り
様
に
つ
い
て
は
、
久
芳
崇
「
備
中
州
降
倭
十
郎
衛
門

―

明
代
中
国
に
お
け
る
献
俘
式
に
関
す
る
一
考
察

―

」『
川
勝
守
・
賢

亮
博
士
古
稀
記
念
東
方
学
論
集
』（
汲
古
書
院
、
二
〇
一
三
年
）
参
照
。

（
12
）
宦
官
と
火
者
と
の
相
異
、
傅
友
德
と
鄭
和
と
の
関
係
、
藍
玉
党
案
等
の
こ
と
は
、
拙
著
『
明
代
中
国
の
疑
獄
事
件　

藍
玉
の
獄
と
連
座
の

人
々
』（
風
響
社
、
二
〇
〇
二
年
）
参
照
。

（
13
）
北
京
図
書
館
金
石
組
編
・
中
州
古
籍
出
版
社
、
一
九
九
〇
年
。

（
14
）
石
刻
拓
本
（
明
一
）
七
五
頁
、
及
び
一
〇
五
頁
。　
　

（
15
）
録
文
作
成
に
際
し
て
は
、
胡
丹
輯
考
『
明
代
宦
官
史
料
長
編
』（
鳳
凰
出
版
社
、
二
〇
一
四
年
）
上
巻
を
参
照
し
た
。

（
16
）
開
元
と
開
原
と
が
同
一
名
称
で
あ
る
こ
と
は
、『
遼
東
志
』
巻
一
、
地
理
志
、「
開
原
三
万
衛
」
の
条
に
、「
元
末
、
納
哈
出
、
之
に
拠
る
。
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本
朝
洪
武
二
十
一
年
、
東
土
を
平
ら
ぐ
る
や
、
元
を
改
め
て
原
と
為
す
」
と
作
っ
て
い
る
。

（
17
）
和
田
清
『
東
亜
史
研
究
（
満
洲
篇
）』（
東
洋
文
庫
、
一
九
五
五
年
）「
三
、
渤
海
国
地
理
考
」
一
〇
四
頁
。
ま
た
、
同
書
「
一
〇
、
明
初
の

満
洲
経
略　

上
」
に
お
い
て
も
、
五
万
戸
府
の
行
方
に
つ
い
て
、「
そ
の
後
何
時
し
か
、
恐
ら
く
は
至
元
末
の
乃
顔
・
合
丹
等
の
騒
等
に
よ
っ
て
、

そ
の
遠
方
の
二
万
戸
府
は
滅
ん
で
、
余
の
三
万
戸
だ
け
が
独
り
知
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
鮮
初
の
事
蹟
を
記
し
た
龍
飛
御
天
歌
等
に
移
闌
豆

漫
（
三
万
戸
）
と
伝
え
る
も
の
が
即
ち
是
で
、
乃
ち
今
の
三
姓
の
名
義
の
起
源
で
あ
る
」（
三
一
四
頁
）
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

（
18
）
池
内
宏
『
満
鮮
史
研
究　

中
世
第
一
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
九
年
）「
三
万
衛
に
つ
い
て
の
考
」
六
八
四
頁
。
和
田
清
、
前
掲
『
東
亜
史

研
究
（
満
洲
篇
）』
一
〇
四

―

一
〇
五
頁
参
照
。

（
19
）
前
掲
拙
著
『
明
代
建
文
朝
史
の
研
究
』「
第
四
章　

靖
難
の
役
・
燕
王
・
祖
訓
」
参
照
。

（
20
）
前
掲
拙
著
『
明
代
建
文
朝
史
の
研
究
』「
第
八
章　

靖
難
の
役
と
衛
所
官
Ⅰ
」「
第
九
章　

靖
難
の
役
と
衛
所
官
Ⅱ
」
参
照
。　

（
21
）
各
会
戦
が
起
き
た
年
月
に
つ
い
て
は
、
拙
著
『
明
代
中
国
の
軍
制
と
政
治
』「
前
編
第
二
部
第
五
章　

新
官
と
旧
官
」（
二
三
九
頁
）
に
掲
出

し
た
〈
靖
難
の
役
主
要
会
戦
地
名
表
〉
参
照
。

（
22
）
『
明
史
』
巻
七
四
、
職
官
志
三
参
照
。
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【
拓
本

【
拓
本
1
】「
故
太
監
劉
公
墓
誌
銘
」
拓
本

】「
故
太
監
劉
公
墓
誌
銘
」
拓
本
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【
拓
本
2
】「
太
監
劉
公
墓
表
」
拓
本

出
典　
『
北
京
図
書
館
蔵
中
国
歴
代
石
刻
拓
本
匯
編
』
第
五
十
一
冊
（
明
一
）
よ
り
転
載
。
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【
録
文
1
】

01　
　
　

故
太
監
劉
公
墓
誌
銘

02　
　
　

公
諱
通
、
世
為
三
万
戸
大
族
、
父
阿
哈
、
母
李
氏
、
倶
尚
積
徳
。
公
生
於
大
明
辛
酉
七
月
廿
九
日
。
性
剛
毅
、
及
長
勇

03　
　
　

略
過
人
、
仕
為
内
臣
。
洪
武
丙
子
、
奉

04　

命
開
平
・
大
寧
修
築
城
堡
、
能
称
厥
職
。
初
事

05　

太
宗
文
皇
帝
于
藩
邸
、
時
権
倖
用
事
、
離
間
宗
室
。

06　

上
嘉
公
忠
謹
、
委
以
腹
心
、
俾
察
外
情
。
公
広
詢
博
采
得
其
実
以

07　

聞
。
歳
己
卯
、
随　

駕
粛
清
内
難
。
公
奮
身
効
労
、
首
平
九
門
、
攻
取
雄
県
・
漠
州
、
収
捕
永
平
劉
家
口
、
克
服
大
寧
。
回
還
鄭

08　
　
　

村
垻
、
大
戦
。
継
克
大
同
・
蔚
州
・
広
昌
等
処
、
明
年
庚
辰
、
大
戦
白
溝
河
、
取
済
南
、
平
滄
州
、
定
東
昌
。
辛
巳
、
鏖
藁
城
、
撃

09　
　
　

西
水
寨
。
壬
午
、
破
東
阿
・
汶
上
、
征
小
河
・
斉
眉
山
、
討
霊
璧
、
攻
泗
州
。
夏
五
月
、
過
淮
河
、
伐
盱
眙
、
屠
揚
州
、
戮
儀
真
。
六

10　
　
　

月
、
渡
大
江　

奪
金
川
門
、
平
定
金
陵
、
粛
清
宮
禁
。
節
次
大
戦
、
屢
著
効
能
。

11　

上
登
大
宝
、
授
公
尚
膳
監
左
監
丞
。
永
楽
庚
寅
、
扈
従
掃
除
沙
漠
、
至
静
虜
鎮
広
漠
、
戍
荅
蘭
那
末
児
葛
克
台
、
屯
児

12　
　
　

威
河
。
与
虜
大
戦
三
日
、
斬
馘
無
算
、
醜
虜
敗
走
。
公
棄
鞍
、
独
騎
剗
馬
、
追
趕
七
十
余
里
、
生
擒
達
賊
二
人
。
凱
還
、
嘉

13　
　
　

乃
茂
績
、
陞
擢
尚
膳
監
左
少
監
。
甲
午
、
征
進
瓦
剌
、
次
九
龍
口
・
忽
児
班
慷
葛
剌
。
大
戦
、
胡
寇
嶊
遁
。
公
独
騎
追
及
、

14　
　
　

手
虜
酋
二
人
、
得
勝
而
還
。
能
声
益
彰
、
特
進
直
殿
監
太
監
。
壬
寅
、
分
統
精
騎
、
哨
瞭
東
路
、
至
舎
児
墩
遇
虜
、

15　
　
　

戦
勝
、
斬
獲
人
口
不
可
勝
計
、
馬
三
千
余
匹
、
牛
羊
二
十
余
万
。
癸
卯
、
征
陽
和
。
甲
辰
、
征
大
小
出
納
、
累
戦
有
功
。

16　

上
深
念
之
、
特
賜
居
第
、
以
王
氏
之
女
為
配
、
俾
理
家
政
、
以
奉
其
母
、　

恩
至
厚
也
。
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17　

宣
宗
章
皇
帝
即
位
、
改
元
之
初
、
扈
従
武
定
州
、
征
討
不
臣
。
三
年
、
率
神
銃
騎
士
五
千
随

18　
　

駕
出
喜
峰
口
、
剿
捕
胡
寇
。
此
皆
汗
馬
功
労
之
尤
大
者
、
其
他
功
次
、
未
易
悉
挙
。
公
之
勇
略
如
是
、
而
且
能
孝
於
親
、

19　
　
　

友
于
弟
、
家
衆
八
百
余
口
、
善
騎
射
者
二
百
五
十
余
人
、
公
撫
育
均
如
己
出
。
宣
徳
庚
戌
、
欽
承

20　

上
命
鎮
守
永
平
・
山
海
等
処
。
由
是
東
北
辺
境
輯
寧
、
軍
民
楽
業
、
公
之
力
也
。
乙
卯
夏
四
月
、
以

21　
　

梓
宮
在
庭
、

22　

公
命
回
京
、
以
備
委
任
。
是
年
秋
八
月
十
四
日
、
以
疾
終
于
家
、
得
年
五
十
有
五
。
訃
聞
、

23　

聖
心
為
之
傷
悼
、
賜
楮
幣
万
貫
為
賻
、
勅
有
司
給
斎
粮
孝
布
、
具
棺
槨
造
墳
営
葬
、
仍
命
僧
道
資
建
冥
福
、
遣
官

24　

諭
祭
、
慰
念
深
至
。
公
弟
御
馬
監
太
監
順
、
躬
執
衰
麻
、
哀
毀
逾
節
、
斂
祭
之
儀
、
咸
克
如
礼
。
卜
以
本
年
九
月
己
卯
安
厝

25　
　
　

于
昌
平
県
白
仙
庄
之
原
、
預
以
状
来
速
銘
、
嗚
呼
生
栄
死
哀
、
始
終
尽
善
、
公
可
謂
無
遺
憾
者
矣
。
為
之
銘
曰

26　
　
　
　
　
　

緊
惟
劉
氏
、　

始
自
豊
沛
、　

支
流
繁
衍
、　

如
水
分
派
。　

逮
公
之
生
、
性
剛
而
毅
、　

文
武
全
才
、

27　
　

殿
庭
偉
器
。
早
居
近
侍
、　

出
入

28　
　

禁
廷
、　　

忠
勤
謹
飭
、　

曰
為
腹
心
。　

風
雲
際
会
、　

扈
従

29　

聖
明
。　
　

戮
力
敵
愾
、　

勛
業
卒
成
。　

権
長
内
職
、　

謙
和
不
矜
。　

四
十
余
年
、　

惟
忠
惟
誠
、　

功
能
既
彰
、

30　
　
　
　
　
　

孝
友
尤
篤
。　

克
敬
克
恭
、　

敦
睦
宗
族
。　

爰
鎮
藩
屏
、　

辺
境
輯
寧
。

31　

宸
衷
允
愜
、　

寵
遇
方
増
。　

光
陰
迫
逼
、　

速
如
過
客
。　

倏
以
疾
終
。

32　

上
聞
悲
惻
。

33　

賜
棺
営
葬
、　

用
妥
九
泉
。　

卜
其
宅
兆
、　

昌
平
之
原
。　

山
高
水
清
、　

実
維
佳
城
。　

我
銘
阡
石
、
永
揚
厥
名
。
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34　
　
　
　
　
　
　

儒
林
郎
光
禄
署
正
前
郷
貢
進
士
羅
浮
陳
駿
撰
、
書
丹
。　
　

将
仕
郎
工
部
営
繕
所
丞
姑
蘇
楊
春
篆
蓋
。

【
録
文
2
】

01　
　
　

太
監
劉
公
墓
表

02　
　
　
　

通
議
大
夫
礼
部
左
侍
郎
翰
林
侍　

読
学
士　

国
史
総
兼　

経
筵
官
廬
陵
王
直　

撰

03　
　
　
　

奉
政
大
夫
・
脩
正
庶
尹
・
礼
部
祠
祭
郎
中
・　

賜
食
三
品
禄
・
直　

文
淵
閣
永
嘉
黄
養
正
書
。

04　
　
　
　

従　
　
　
　

仕　
　
　
　

郎
・　
　

中　
　
　
　

書　
　
　
　

舎　
　
　

人
姑
蘇
徐
瑛　

纂
。

05　
　
　

正
統
五
年
十
二
月
十
五
日
、
御
馬
監
太
監
劉
公
以
疾
卒
、
年
五
十
七
。
訃
聞
、

06　

上
為
之
惻
然
興
悼
、
賜
鈔
三
万
貫
、
遣
官
諭
祭
、
命
太
監
李
公
童
主
其
喪
事
、
有
司
治
棺
槨
墳
塋
。
諸
物
皆
官
給
之
。
明
年
二
月
十
七
日
、
葬
昌

平
県
白
仙
荘
。
葬
已
、
其
姻
戚
羽
林

07　
　
　

前
衛
指
揮
僉
事
潘
義
与
其
養
子
清
等
謀
曰
、
我
公
之
卒
也
、

08　

天
子
嘉
念
労
績
、
所
以
寵
賁
其
終
者
甚
厚
、
而
少
保
楊
公
備
志
於
幽
堂
矣
。
若
又
取
其
功
徳
之
大
者
、
刻
諸
墓
前
之
石
、
使
人
人
得
有
所
考
見
、

豈
不
益
彰
徹
顕
聞
聞
衆
皆
曰
、
然
。

09　
　
　

於
是
因
余
友
礼
部
郎
中
黄
養
正
属
余
為
之
表
。
公
諱
順
、
女
直
人
、
祖
某
仕
元
為
万
戸
。
考
阿
哈
、
妣
李
氏
。
公
自
幼
与
兄
通
偕
入
禁
庭
、
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10　

太
宗
皇
帝
奇
之
、
賜
姓
劉
氏
、
加
恩
育
焉
。
年
十
三
、
精
騎
射
、
以
武
力
著
聞
。
於
是
選
抜
在
侍
近
。
靖
難
兵
起
、
公
与
諸
将
奪
九
門
、
鏖
鄭
村
垻
、

蹙
白
溝
、
大
戦
東
昌
・
霊
璧
、
遂
渡
江
、
克

11　
　
　

金
川
門
、
皆
有
効
。
甲
申
、
擢
御
馬
監
左
監
丞
。
自
是
益
見
信
用
。
丙
戌
、
以
遼
東
重
地
、
命
公
往
鎮
之
。
戊
子
、
備
倭
海
上
、
与
賊
遇
於
安
東
、

連
戦
一
昼
夜
、
賊
敗
走
。
己
丑
、
淇
国
公

12　
　
　

丘
福
出
漠
北
、
公
以
兵
偕
。
至
臚
胊
河
遇
虜
、
福
不
戒
、
陥
焉
。
公
引
兵
衝
虜
陣
而
出
、
酋
長
葛
孩
追
公
、
公
引
弓
踣
其
騎
、
虜
乃
退
、
全

所
部
而
帰
。
其
後
屢
従

13　

上
北
伐
、
皆
為
前
哨
。
庚
寅
、
至
滅
胡
城
、
出
荅
剌
罕
河
、
走
本
雅
失
里
。
復
征
東
路
克
□
荅
荅
諸
部
。
公
所
領
兵
適
当
敵
、
下
馬
歩
闘
、
身
被

五
十
余
傷
而
勇
気
弥
厲
、
復
上
馬
進

14　
　
　

戦
、
虜
不
能
支
、
乃
潰
去
。
甲
午
、
従　

駕
九
龍
口
、
与
瓦
剌
遇
。
公
失
馬
、
歩
戦
、
射
殺
其
酋
長
。
虜
散
而
復
合
、
連
戦
破
之
。
庚
子
、

哨
開
平
、
獲
虜
知
院
満
子
台
等
十
余
人
。
壬
寅
、　　
　

15　
　
　

征
兀
良
哈
、
擒
其
酋
長
孛
克
撦
兒
等
五
人
、
射
死
一
人
、
大
獲
其
羊
馬
。
以
功
昇
御
馬
監
太
監
。
甲
辰
、
随　

駕
北
征
、
遂
以
所
部
東
略
。

回
軍
至
刁
窩
、
護

16　

梓
宮
還
北
京
。
洪
煕
元
年
六
月
、　

17　

宣
宗
皇
帝
帰
自
南
京
、
公
率
精
騎
迎
衛
于
固
城
。
明
年
為
宣
徳
元
年
丙
午
、
前
楽
安
州
以
反
聞
、

18　

上
親
征
、
命
陽
武
侯
薛
禄
与
公
為
前
鋒
。
時
諸
将
多
畏
怯
、
或
持
両
端
、
公
与
禄
引
兵
疾
馳
傅
城
下
、
囲
之
、
逆
徒
不
得
逞
、
遂
成
擒
。
論
功
、

賜
家
口
二
百
余
。
丁
未
、
引
兵
出
塞
、
敗
虜

19　
　
　

哈
剌
哈
孫
、
生
擒
鎮
撫
晃
合
帖
木
兒
等
百
余
人
、
獲
羊
馬
二
万
、
有
金
壺
玉
盞
綵
幣
白
金
之
賜
。
戊
申
、
出
古
北
口
、
至
小
興
州
、
与
虜
遇
、
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殺
百
戸
猛
可
沙
兒
、
生
擒
撦
撦
禿

20　
　
　

等
二
百
余
人
、
獲
羊
馬
四
万
。
己
酉
、
復
出
古
北
口
、
引
兵
夜
行
、
至
欵
堆
、
斬
虜
酋
脱
脱
口
温
等
百
余
人
、
進
至
紅
螺
山
而
還
。
賜
酒
三

百
瓶
、
羊
百
牽
犒
軍
。
甲
寅
、
哨
至
小
伯

21　
　
　

顔
以
北
、
獲
胡
虜
格
干
完
者
帖
木
兒
。
其
蹟
在
東
北
二
辺
為
最
著
。
公
身
長
七
尺
而
心
雄
万
夫
、
状
貌
偉
然
、
沉
毅
有
謀
、
勇
決
善
戦
。
臨

敵
安
閒
、
意
気
自
若
。
又
能
与
下
同

22　
　
　

甘
苦
、
有
功
則
推
与
之
、
故
人
楽
為
之
用
。
其
奉
母
孝
、
事
兄
恭
、
其
侍

23　

上
左
右
、
朝
夕
敬
慎
不
少
懈
、
有
所
委
任
、
必
竭
忠
尽
誠
。
其
典
内
廐
馬
、
比
徳
斉
力
、
所
以
奉

24　
　
　

乗
輿
、
供
軍
国
之
用
者
、
無
不
適
其
宜
。
歴
事

25　

四
聖
、
始
終
如
一
、
而

26

上
之
寵
任
益
加
、
金
玉
裘
馬
田
宅
人
口
之
賜
、
他
所
不
能
及
。
於
戲
若
公
者
可
謂
英
偉
不
常
者
矣
。
自
古
国
家
之
興
、
天
必
生
才

以
輔
之
、
定
禍
乱
、
安
生
民
、
而
建
万
世
太

27　
　
　

平
之
業
。
我
朝

28

列
聖
之
徳
合
乎
天
、
故
夫
内
外
之
臣
所
以
為
股
肱
心
膂
者
、
皆
一
時
之
傑
。
其
所
樹
立
、
足
以
垂
不
朽
而
伝
無
窮
、
非
天
其
孰
能

与
之
。
公
之
功
徳
既
已
赫
然
於
世
、
而
平
生

29　
　
　

所
至
、
与
其
所
立
、
不
能
以
尽
書
、
姑
取
其
大
者
書
之
而
使
鑱
諸
石
、
百
世
之
下
有
考
焉
。
是
為
表
。

30　
　
　

正
統
七
年
歳
次
壬
戌
九
月
庚
午
立
石
。
夫
人
潘
氏
立
碑
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

宣
城
張
士
斌
鐫
。
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